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兵庫県パートナーシップ制度 
令和６年４月１日スタートしました 

 

【兵庫県パートナーシップ制度とは】 
 

❏お互いを人生のパートナーとして認め合ったお二人が、日常の生活において継
続的に協力し合うことを約した関係であることを届け出し、県がその届出を受理
したことを証明（受理証明書を交付）する制度です。 

❏婚姻が認められていない同性カップルや、様々な事情により婚姻の届出をしてい
ないカップルなどの日常生活の困りごとや不安が解消され、誰もが人生のパート
ナーと協力しながら安心して暮らせる環境づくりを目指すものです。 

 

※本制度は、法律上の婚姻とは異なり、法的な効力(相続、税金の控除等)が生じるものではありません。 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

公営住宅には同居
親族でないと入居
できない。 

パートナーの子どもについて、保育所等の
送り迎えや行事への参加の際、子どもとの
関係を理解してもらえない。 

パートナーの親について、
介護施設等での面会や付
き添いを断られる。 

自分たちの関係が、地域社会から
認められていない、拒否されてい
ると感じる。 

パートナーやその子ども(親)が入院してい
る時に、面会や病状説明を断られたり、緊急
入院する際、手続や付き添いを拒否される。 

日常生活の困りごとや不安の例 

○届出をすることができる方（お二人が以下の条件を満たす必要があります。）  

①成年に達していること(満 18 歳以上) 

②いずれか一方は兵庫県民であること(転入予定を含む)  

③民法における配偶者がいないこと 

④届出しようとする相手方以外の者とパートナーシップの関係にないこと 

⑤民法に定める婚姻できない近親者でないこと 
(パートナーシップの関係に基づく養子縁組の場合を除く) 

 
※国籍は問いません。 
※性別・性的指向・ジェンダーアイデンティティを問いません。 

  同性のカップルや婚姻の届出をしていない異性のカップルを対象とします。 
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〔受理証明書のデザイン〕 

受理証明書は、３種類のデザインから選ぶことができます。 

Ａ                 Ｃ:兵庫県花「のじきく」 

Ｂ:兵庫マスコット「はばタン」   【裏面】子や親等の氏名を記載する場合 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
性的指向、ジェンダーアイデンティティ、
ＳＯＧＩＥハラなどのご相談について、ＬＧＢ
Ｔ支援団体の専門スタッフが対応します。 
 

☎０５０－３６３７－７５２１ 
   （相談無料、ただし通話料はかかります。） 

実施日時 毎週土曜日１８時～２１時 

              （年末年始は除く） 

 

兵庫県県民生活部総務課 
人権推進室 

 

〒650-8567  
神戸市中央区下山手通5-10-1 

【TEL】078-362-9135 
【FAX】078-362-4266 
【Ｅメール】 

jinken@pref.hyogo.lg.jp 
 
 

○届出の方法(指定の届出書に①～④を添えて提出してください。)  
 

【必要書類】 
 

①住所が確認できる書類(住民票の写し、住民票記載事項証明書等) 

 ②婚姻していないことが確認できる書類(戸籍抄本、独身証明書等) 

 ③本人確認書類(個人番号カード「マイナンバーカード」、運転免許証等) 

 ④届出者の顔写真(３か月以内に撮影したもの) ※書類を持参される場合は不要です。 
 

 ※子どもや親等の氏名の記載を希望する場合や、通称名の記載を希望する場合は、さらに書類が必要です。 

電子申請・郵送
または持参に
て受付します。 

お問い合わせ先 

受理証明書の提示等により、行政サービス(公営住宅の入居、公立病院の面会等)が利用し
やすくなります。また、民間サービスの提供もあります。 

兵庫県ＬＧＢＴ電話相談窓口 
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サニタリーボックスを設置しました。 
病気や高齢などにより、尿漏れパットやおむつを使用する方が安心して外出 

していただけるように、男性用トイレに「サニタリーボックス」を設置しました。 

 

使用済み天ぷら油を回収します！ 
 

 回収した天ぷら油で、バイオディーゼル燃料や石けんの原料等にリサイクルします。
ごみの減量や資源の有効活用、地球温暖化の抑制につながります。 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

【芳田駐在所だより】～自転車の安全利用の促進～ 
 

自転車は子どもから高齢者まで手軽に利用できる便利な乗り物ですが、交通ルール
を守らなければ重大な交通事故の原因となる危険な乗り物にもなります。 

自転車が関係する交通事故の現状 
○令和５年中の自転車が関係する人身事故件数は 4,184 件で前年に比べ２２件増加しました。 
○令和５年中の自転車が関係する人身事故件数が全人身事故件数に占める割合は１.７％で、前 
年に比べ０.３ポイント増加しました。 

○令和５年中の自転車乗車中の死者数は１３人（令和４年中は２２人）で、そのうち高齢者が９人と 
全体の約６９％を占めています。 

○単独での転倒・転落による事故で８人が、交差点での出合い頭事故で３人が、正面衝突や追突 
による事故で２人が亡くなっています。 

自転車の交通違反別の事故発生状況 
 ○自転車乗車中の違反別死傷者数 

自転車乗車中の死傷者（令和５年中）4,074 人のうち、約９割の 
（８９.１％）の 3,629人に何らかの交通違反が認められました。 

○自転車が第１当事者となる違反別人身事故件数 
   令和５年中の自転車が第 1 当事者となる人身事故は、1,087 件で、自転車が関係す
る全人身事故件数の２６％を占めており、そのうち、最も多い交通違反は、指定場所 
一時不停止で、全体の約３割を占めています。 

自転車安全利用五則 
① 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩道者を優先 
② 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 
③ 夜間はライトを点灯 
④ 飲酒運転は禁止 
⑤ ヘルメットを着用 

【回収できる油】 

オリーブオイル、菜種油(キャノーラ油）、紅花油 
コーン油、ひまわり油、サラダ油、大豆油、ごま油 

【回収できない油】 
動物性の油、固形の油 
バター、ラード、ココナッツオイルなど 

食用以外の油 
機械油、灯油、エンジンオイルなど 

事業活動から出る廃食用油 
飲食業、食品加工業等の廃食用油 

 

【持ち込み方法】 

■油こし器で揚げカスなどを取り
除いた後、ペットボトルに入れ
て持ち寄りください。 

期間 ６月２０日（木）～２５日（火） 

場所 芳田の里ふれあい館 
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日 月 火 水 木 金 土 

      

 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

４ ５ 

生活相談 

６ 

 

７ 

 

８ 

和装 

９ 

 

１０ 

 

１１ 

３Ｂ体操 

料理 

１２ 

生活相談 
ヨガ 

１３ 

和紙ちぎり絵 

１４ 

 

１５ 

 

１６ 

 

１７ 

すくすく広場 

１８ 

みんなで楽しく歌う教 

１９ 

生活相談 

茶道 

絵手紙 

２０ ２１ ２２ 

和装 

２３  

 

２４ ２５ 

３Ｂ体操 

２６ 

生活相談 
ヨガ 

２７ ２８ ２９ 

３０       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月の行事、講座予定 

編  集  後  記 
 
■今年の梅やサクランボはかつてない大不作に
なるようです。今年の梅の花の咲き始めは、平
年よりも３週間程度早く、開花が早いとめしべ
が未発達、また受粉を担うミツバチの活動も時
期が早いと活発化しないため、実が着きにくい
そうです。せっかく着いた実も大きくならず早
々に落ちてしまっています。梅の産地である和
歌山県の南高梅の着果状況は、平年比の約３０
％で、平成以降で最も不作となる見込みだとか。
期待していた我が家の梅やサクランボもご多分
に漏れず葉ばかりに．．．■日々角尾山を眺めて
いると、山の緑が変化していることに気づきま
す。３月から４月にかけて若葉が萌え、５月、
６月には黄みどりや薄みどり、深い緑が入り混
じり、より立体感を増していきます。角尾山の
登山道も自治協さんにより整備され、心地よく
登ることができます。梅雨に入る前に皆さんも
いかがでしょうか。明石海峡大橋が望める幸運
に巡り合えるかも。 
 

《相談（人権・生活・教育など）》 
 芳田の里ふれあい館では、毎週水曜日に相談
日を設けています。お気軽にご相談ください。 

《図書》 
人権、一般小説、趣味の本・絵本などの閲覧・

貸出を行っています。お気軽にご利用ください。 

※    は、芳田の里ふれあい館の休館日 


